
○
規

則

他
の
部
分
に
対
す
る
危
険
防
止
又
は

病
毒
伝
染
防
止
に
必
要
な
施
設

精
神
病
室
の
監
護
上
必
要
な
施
設

結
核
病
室
又
は
感
染
症
病
室
が
あ
る

場
合
は
、
医
療
法
施
行
規
則
第
２
０
条

第
７
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
必
要

な
消
毒
設
備

精
神
病
室
が
あ
る
場
合
は
、
精
神
疾

患
の
特
性
を
踏
ま
え
た
適
切
な
医
療

の
提
供
及
び
患
者
の
保
護
の
た
め
に

必
要
な
設
備

感
染
症
病
室
又
は
結
核
病
室
が
あ
る

場
合
は
、
病
院
の
他
の
部
分
及
び
外

部
に
対
し
て
感
染
予
防
の
た
め
の
し

ゃ
断
す
る
設
備
そ
の
他
必
要
な
設
備

感
染
症
病
室
又
は
結
核
病
室
が
あ
る

場
合
は
、
医
療
法
施
行
規
則
第
２
１
条

第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外

に
必
要
な
消
毒
設
備

規

則

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
四
十
六
号

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
療
法
施
行
細
則
（
平
成
八
年
大
分
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
医
師
の
宿
直
の
免
除
の
申
請
）

第
二
十
六
条

施
行
規
則
第
九
条
の
十
五
の
二
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
病
院
医
師
宿
直
免
除

申
請
書
（
第
三
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
、
同
条
の
適
用
に
つ
い
て
、
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
三
号
様
式
中

「３
３
精
神
病
床
、
結
核
病
室
又
は
感
染
症
病
室
が
あ
る
場
合
、
特
に
設
け
る
施
設
又
は
設
備

を

」

「３
３
精
神
病
室
、
結
核
病
室
又
は
感
染
症
病
室
が
あ
る
場
合
、
特
に
設
け
る
設
備

に
改
め
る
。

」

第
三
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平

成

三

十

年

号

外

二
八

三

月

三

十

日

( 金 曜 日 )
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一



第
四
十
一
号
様
式
か
ら
第
四
十
三
号
様
式
ま
で
、
第
四
十
六
号
様
式
、
第
四
十
七
号
様
式
、
第
五
十
三
号

様
式
、
第
五
十
四
号
様
式
及
び
第
五
十
八
号
様
式
中
「又

は
介
護
老
人
保
健
施
設

」
を
「、

介
護
老
人
保
健

施
設
又
は
介
護
医
療
院

」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
号
様
式
中
「又

は
介
護
老
人
保
健
施
設

」
を
「、

介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院

」

に
、
「若
し
く
は
介
護
老
人
保
健
施
設

」
を
「、

介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院

」
に
改
め

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
施
行
細
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

医
療
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

３

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二


